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あ べ かずひこ
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基
本
方
針
改
定
に
む
け
団
体
ヒ
ア
リ
ン
グ

障
害
者
政
策
委
員
会

　

団
体
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、
９
月
13
日
と
27
日

の
２
回
に
分
け
て
行
わ
れ
、
の
べ
28
団
体
が

参
加
し
ま
し
た
。

　

日
身
連
か
ら
は
、
13
日
に
荻
津
和
良
理
事

（
日
身
連
組
織
体
制
強
化
及
び
障
害
者
施
策

等
に
関
す
る
検
討
委
員
会
委
員
長
）
が
出
席

し
意
見
を
述
べ
ま
し
た
。
日
身
連
は
、
ヒ
ア

リ
ン
グ
に
先
立
ち
各
加
盟
団
体
を
通
じ
て
、

基
本
方
針
の
改
正
点
や
参
考
と
な
る
事
例
に

つ
い
て
、
事
前
調
査
を
行
い
、
施
策
等
検
討

委
員
会
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
た
内
容
を

も
と
に
意
見
を
述
べ
ま
し
た
。
な
お
、
日
身

連
の
意
見
の
主
な
内
容
は
以
下
の
と
お
り

で
す
。

　

障
害
者
政
策
委
員
会
は
、
団
体
ヒ
ア
リ
ン

グ
で
出
さ
れ
た
意
見
を
も
と
に
論
点
整
理
を

行
い
、
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
度
の
夏
頃

ま
で
に
基
本
方
針
改
定
に
向
け
た
議
論
の
取

り
ま
と
め
を
進
め
る
予
定
で
す
。

ヒ
ア
リ
ン
グ
項
目
に
対
す
る
日
身
連
の
意
見（
抜
粋
）

・
行
政
機
関
や
事
業
者
が
、
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
判
断

し
た
場
合
や
、
合
理
的
配
慮
の
提
供
に
過
度
な
負
担
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
の

対
応
に
つ
い
て
、
現
基
本
方
針
で
は
「
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し

い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
「
理
解
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
理
解
を

得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
に
文
言
を
修
正
。

・
建
設
的
対
話
に
つ
い
て
、
事
業
者
の
方
と
一
緒
に
代
替
え
案
を
含
め
て
検
討
す
る

な
ど
の
対
話
の
あ
り
方
が
大
事
な
こ
と
な
の
で
、
事
例
な
ど
を
示
し
再
確
認
で
き

る
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
。

・
相
談
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
身
近
な
地
域
で
公
平
性
を
担
保
で
き
る
第
三
者

的
機
関
と
し
て
の
調
整
機
関
等
の
枠
組
み
を
作
る
こ
と
が
必
要
。

・
啓
発
活
動
・
障
害
者
差
別
解
消
支
援
地
域
協
議
会
の
課
題
等
に
つ
い
て
は
、
障
害

者
団
体
が
率
先
し
て
啓
発
活
動
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
。
市
町
村
の
地
域
協
議
会

に
つ
い
て
は
、
各
種
団
体
等
の
機
関
だ
け
で
は
な
く
、
直
接
障
害
者
と
接
す
る
事

業
を
営
む
者
を
構
成
メ
ン
バ
ー
に
入
れ
る
な
ど
の
仕
組
み
を
検
討
。

・
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
対
応
要
領
の
作
成
を
、
現
行
の
努
力
義
務
か
ら
義
務
へ
。

・
市
町
村
レ
ベ
ル
で
の
条
例
制
定
の
促
進
も
重
要
で
あ
り
、
効
果
の
あ
る
条
例
は
国

で
も
取
り
入
れ
る
こ
と
。

・
障
害
者
差
別
解
消
法
（
改
正
法
が
今
年
４
月
に
成
立
）
の
施
行
日
（
公
布
日
か
ら

３
年
を
超
え
な
い
日
）
に
つ
い
て
は
、
３
年
を
待
た
ず
に
一
日
も
早
い
施
行
を
。

▼
障
害
者
政
策
委
員
会
の
サ
イ
ト（
内
閣
府
）

https://w
w
w
8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/index.htm

l

　
現
在
、
内
閣
府・障
害
者
政
策
委
員
会
で

は
、
今
年
５
月
に
成
立
し
た
障
害
者
差
別
解

消
法
一
部
改
正
法
の
施
行
に
向
け
て
、
基

本
方
針
の
改
定
を
す
す
め
て
お
り
、
改
定

に
向
け
た
論
点
整
理
の
た
め
に
、
障
害
関

係
団
体
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
ま
し
た
。

障
害
者
差
別
解
消
法
改
正

か
ず
よ
し

お
ぎ

つ


